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目標耐用年数経過施設建物評価表の見方

１ 本マニュアルについて

  本マニュアルは、「公共建築物の再編・整理に関する基本的な方針（令和７年１月）」

に基づき、再編・整理検討の着手時期を迎えた公共施設の建物の一次評価（定量評価）

を実施し、施設所管課が公共施設の適正な管理を行い、建物の状態を見える化するこ

とを目的とした施設建物評価表の作成方法をまとめたものです。

  なお、本マニュアルでの「施設」は、公共施設カルテにおける施設名を意味し、「建

物」は施設が複数棟によって構成されている場合の公共施設カルテにおける各棟の建

物名称を意味します。

例）市役所の場合は「施設：市役所」、「建物：南庁舎、北庁舎、詰所等」となります。

２ 評価対象となる建物について

  評価対象となる建物は、目標耐用年数を経過し、躯体の老朽化及び躯体以外の劣化

状況の点検が必要となる建物となります。

３ 建物評価結果の見方

⑴ 総合評価

次項以降で判定する構造躯体以外の健全度を軸とし、構造躯体の健全度や予防

保全の有無等の結果を含めて、総合的な評価をおこないます。備考欄には、不具

合箇所や問題点等を記入してください。

（評価基準）

概ね健全 … 構造躯体以外の健全度が概ねＡ判定で、良好

軽微な劣化 … 構造躯体以外の健全度にＣ、Ｄが判定なく、安全上、機能上、

問題がない

    劣化    … 構造躯体以外の健全度にＣ判定があり、安全上、機能上、不

具合発生の兆しがあり、数年以内に修繕または使用中止とす

る必要がある

    使用中止  … 構造躯体以外の健全度にＤ判定があり、安全上、機能上、問

題あり、施設を使用中止とする必要がある

               

⑵ 構造躯体の健全度

  ア 目標耐用年数進行率

    目標耐用年数に対する築年数のパーセンテージ（築年数／目標耐用年数×１０

０）で表されます。数値が大きいほど老朽化が進行していることになります。

    なお、目標耐用年数は、木造・ＬＳ造（軽量鉄骨造）は５０年、木造・ＬＳ造
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以外（ＳＲＣ造、ＲＣ造及びＳ造）は８０年となります。

  イ 耐震性能

    評価建物の耐震性能について評価します。

    「新耐震基準（昭和５６年）以降の建物」、「旧耐震基準だが耐震診断にて耐震

性能があると判定された建物」及び「旧耐震基準かつ耐震診断にて耐震性能が無

いと判定された建物で耐震補強を行ったもの」は耐震性能「有」、それ以外のも

のについては「無」と評価されます。

⑶ 構造躯体以外の健全度

   「屋根・屋上」、「外壁等」、「内部仕上げ」、「電気設備」、「機械設備」、「昇降機設

備」の６つの部位をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価し、評価結果を「健全度」とし

て、１００点満点で評価します。健全度は数値が小さいほど劣化が進行しているこ

とを示します。なお、算定方法は以下のとおりです。

＜健全度の算定方法＞

「①部位の評価点」、「②部位のコスト配分」をもとに③の式で健全度を算定します。

⑷ 予防保全措置

   長寿命化改修工事（長寿命化を目的とした予防的な屋上防水層全面改修及び外壁

改修工事）の実施について評価します。

   直近２０年以内に、屋上防水層全面改修及び外壁改修工事を実施している場合は

「有」と評価されます。どちらか片方のみの実施、若しくはどちらも実施していな

い場合は「無」と評価されます。

⑸ 社会的要求達成度

  ア バリアフリー整備レベル
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    「建物の出入口・通路等」、「階段・エレベーター」、「多目的便所」、「駐車場」

の４つの整備項目にある各評価項目の対応状況の数に応じてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ

の５段階で評価し、評価結果を達成度として、１００点満点で評価します。達成

度は数値が大きいほどバリアフリー整備が進められていることを示します。なお、

算定方法は以下のとおりです。

※ここでのバリアフリー整備レベルとは「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（バリアフリー法）」及び「愛知県 人にやさしい街づくり条例

（人まち条例）」の適合性を確認するものではありません。

  ＜達成度の算定方法＞

「①整備項目の評価点」及び「整備項目数」をもとに②の式でバリアフリー整備レ

ベルの達成度を算定します。

イ その他整備レベル

  「照明器具ＬＥＤ化」、「便器洋式化」、「アスベスト（飛散性）」、「非構造部材

の耐震化」の４つ整備項目をⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴの５段階で達成状況を評価し、

評価結果を「達成度」として、１００点満点で評価します。達成度は数値が大き

いほど、整備が進められていることを示します。なお、算定方法は以下のとおり

です。
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＜達成度の算定方法＞

「①達成度の評価点」、「②整備項目の重みづけ」をもとに③の式でその他整備レベル

の達成度を算定します。

⑹ 劣化状況写真 （劣化状況写真シート）

  建物の状態等に関する構造躯体の著しい腐食や劣化が有る場合やその他判断に

迷う場合の該当写真です。


